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INFORMATION INFORMATION

確
定
申
告
を
受
付
け
ま
す

　

平
成
30
年
分
所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税

の
確
定
申
告
お
よ
び
平
成
31
年
度
町
道
民
税

の
申
告
を
受
付
け
ま
す
の
で
、
次
の
事
項
に
該

当
す
る
方
は
、
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
非
常
に
混
雑
し
ま
す
の
で
早
め
に

申
告
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

◇申告受付日程
会　場 月　日 時　間

池田税務署 ２月18日（月）

～

３月15日（金）
※ただし土日・祝日は除く

 8：30～12：00

13：00～17：00
役場住民課

（１階会議室）

大津コミセン 2 月 28 日（木）10：00 ～ 16：00

※池田税務署では郵送での受付も行っています。

■
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方

○
平
成
31
年
１
月
１
日
現
在
、
豊
頃
町
に
住   

所
を
有
し
、
次
に
該
当
す
る
方

○
平
成
30
年
中
（
１
月
１
日
～
12
月
31
日
）

に
、
何
ら
か
の
所
得
が
あ
っ
た
す
べ
て

の
方

○
給
与
所
得
者
で
年
末
調
整
を
さ
れ
て
い
な

い
方
、
ま
た
、
年
末
調
整
を
さ
れ
て
い
る

方
で
も
他
の
事
業
所
等
か
ら
給
与
を
受
け

て
い
る
方

○
今
後
、
児
童
手
当
・
保
育
所
入
所
・
扶
養

認
定
な
ど
の
た
め
に
、
所
得
証
明
書
等
が

必
要
と
な
る
方

○
所
得
税
、
町
道
民
税
の
控
除
額
が
違
う
な

ど
の
理
由
の
た
め
、
所
得
税
の
確
定
申
告

は
必
要
な
い
が
、
町
道
民
税
の
申
告
が
必

要
な
方

○
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
て
所
得

税
、
町
道
民
税
の
申
告
を
し
て
い
な
い
方

■
申
告
の
と
き
に
必
要
な
も
の

○
印
鑑
（
振
替
納
税
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

銀
行
に
届
け
て
い
る
印
鑑
）

○
給
与
・
賃
金
・
年
金
な
ど
を
受
け
て
い
る

方
は
、
源
泉
徴
収
票
ま
た
は
支
払
者
の
証

明
書

○
事
業
を
行
っ
て
い
る
方
は
、
収
支
、
経
費

の
分
か
る
明
細
書

○
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
、
国
民
年
金

等
の
領
収
書
や
証
明
書
（
控
除
を
受
け
る

際
に
は
、
証
明
書
が
必
要
で
す
。）

○
医
療
費
控
除
の
申
告
を
す
る
方
は
、
領
収

書
を
受
診
者
・
医
療
機
関
ご
と
に
計
算
し

て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
※
支
払
っ
た
医
療

費
が
戻
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
振
替

納
税
ま
た
は
還
付
請
求
を
す
る
方
は
、
本

人
が
開
設
し
て
い
る
銀
行
等
の
口
座
番
号

※
申
告
書
の
関
係
用
紙
は
受
付
時
に
お
渡
し

し
ま
す
が
、
事
前
に
必
要
な
方
は
、
住
民

課
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

役
場
住
民
課
住
民
税
係
☎
（
574
）
２
２
１
３

自
動
車
税
の
住
所
変
更
を
お
忘

れ
な
く

　

自
動
車
税
は
、
4
月
1
日
現
在
の
登
録
に

基
づ
い
て
課
税
さ
れ
る
税
金
で
す
。

■
引
っ
越
し
で
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き
な
ど

は
、運
輸
支
局
で
変
更
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

次
の
場
合
は
運
輸
支
局
で
登
録
手
続
き
が
必

要
で
す
。

・
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き
（
変
更
登
録
）

・
自
動
車
を
売
買
し
た
と
き
（
移
転
登
録
）

・
自
動
車
を
使
用
し
な
く
な
っ
た
と
き
（
抹

消
登
録
）

　

平
成
31
年
度
の
自
動
車
税
納
税
通
知
書
を

確
実
に
お
届
け
す
る
た
め
に
、
３
月
中
に
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
変
更
登
録
が
間
に
合
わ
な
い
と
き
は
…

　

札
幌
道
税
事
務
所
自
動
車
税
部
に
ご
連
絡

い
た
だ
く
か
、
道
税
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
自

動
車
税
の
住
所
変
更
手
続
き
が
可
能
で
す
。

▽
札
幌
道
税
事
務
所
自
動
車
税
部

☎
０
１
１
（
746
）
１
１
９
７

http://w
w

w
.pref.hokkaido.lg.jp/sm

/
zim

/address/index.htm

北
方
領
土
返
還
要
求
署
名
の
お
願
い

　

２
月
７
日
は
「
北
方
領
土
の
日
」
。

　

１
月
21
日
か
ら
２
月
20
日
は
「
北
方
領
土

の
日
」
特
別
啓
発
期
間
で
す
。

　

一
人
の
思
い
を
署
名
に
て
結
集
し
、
北
方

領
土
の
返
還
を
実
現
し
ま
し
ょ
う
。

　

署
名
簿
に
つ
い
て
は
、
役
場
２
階
総
務
課

に
あ
り
ま
す
の
で
、
お
立
ち
寄
り
の
際
に
ご

署
名
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
署
名
に
あ
た
っ
て
の
お
願
い
】

・
署
名
簿
に
は
、
住
所
・
氏
名
を
記
入
く
だ

さ
い
。

・
署
名
の
意
志
が
あ
る
方
で
あ
れ
ば
、
年
齢

は
制
限
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

本
署
名
は
北
方
領
土
要
求
の
た
め
の
署
名

簿
で
あ
り
、
い
た
だ
い
た
署
名
は
国
会
法
第

79
条
の
規
定
に
よ
る
請
願
書
と
し
て
衆
議
院

及
び
参
議
院
に
提
出
し
ま
す
。

役
場
総
務
課
総
務
係
☎
（
574
）
２
２
１
１

有
害
鳥
獣
（
シ
カ
）
の
一
斉
駆
除

を
実
施
し
ま
す

農
作
物
や
樹
木
に
被
害
を
与
え
て
い
る

シ
カ
の
被
害
軽
減
を
図
る
た
め
、
猟
友
会

の
協
力
に
よ
り
、
シ
カ
の
一
斉
駆
除
を
実

施
し
ま
す
。

【
駆
除
期
間
】
２
月
１
日
（
金
）
か
ら
３
月

31
日
（
日
）
ま
で
の
毎
週
火
・
木
・
日
曜
日

※
天
候
等
に
よ
り
変
更
あ
り

【
駆
除
方
法
】
銃
器

【
区
域
】
町
内
一
円

※
駆
除
実
施
に
際
し
、
や
む
を
得
ず
農
地
等

の
個
人
所
有
地
に
猟
友
会
の
駆
除
車
両
が

進
入
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

役
場
産
業
課
林
政
係
☎
（
574
）
２
２
１
７

■寄附
住　　所 名　　前 目　　的

【町寄附分】
福 島 県 今野大樹 様 災害見舞金
二 宮 木幡　勇 様 地域福祉のため

【社会福祉協議会寄附分】
帯 広 市 （株）安井測量設計事務所 様 社会福祉増進のため
礼 文 内 原田明直 様 社会福祉増進のため

茂岩末広町 丹羽　典 様 社会福祉増進のため
二 宮 佐々木清一 様 社会福祉増進のため
礼 文 内 種川　敬 様 社会福祉増進のため
『ECO! エコ ! もったいない運動』

　　　　　　　　　　廃品回収の換金分を社会福祉増進のため

■お誕生（ 12 月 20日～ 1 月 19日届出分）

名　　前 性別 親 住　　所

熊
くまの

野 愛
い と あ

彩 ちゃ
　ん 女 真登・愛 茂 岩

根
ねもと

本 琉
るい く

ん 男 貴行・留美 二 宮

■おくやみ（ 12 月 20日～ 1 月 19日届出分）

名　　前 年齢 死亡年月日 住　　所
丹羽 弘明 さ

ん 92歳 30.12.22 茂 岩
金野 定子 さ

ん 95歳 30.12.29 豊頃佐々田町
種川 忠親 さ

ん 89歳 31.1.7 茂岩栄町
渡邉 隆良 さ

ん 88歳 31.1.13 茂 岩
種田 昭藏 さ

ん 86歳 31.1.13 農 野 牛
佐々木 眞一 さ

ん 93歳 31.1.14 二 宮

休日救急診療当番医について

　当番医制度は、あくまでも「急病
患者さん」のためのものです。いわ
ゆる「夜間診療所」という意味での
当番医制度ではありません。

～急病についての問合せ先～
◆発熱や腹痛などの初期救急が必要
なとき、受診できる医療機関をお知
らせします。

【帯広市急病テレホンセンター】
0155‐26‐1099（フリーダイヤル）

▽年中無休・24 時間対応
【北海道救急医療情報案内センター】

0120‐20‐8699（フリーダイヤル）
011‐221‐8699（携帯電話 /PHS）
http://www.qq.pref.hokkaido.jp/

▽年中無休・24 時間対応
豊頃消防署 （574）2310

豊頃医院・歯科診療所
『休診日のお知らせ』

●豊頃医院
日曜祝日、金曜日午後（第 2・第 4）、
土曜日（第 2・第 4）は、休診日です。
2月は8日、22日の午後、及び9日、23日
が休診日です。

●歯科診療所
土曜・日曜祝日が休診日です。
夜間診療日（毎週水曜日）
※事前予約が必要になります。

働き方改革関連法のお知らせ
　厚生労働省では 2019 年 4 月 1 日から施行される働き方改革関
連法に対応した 36（サブロク）協定などのリーフレットを作成しま
した。詳しくは、厚生労働省または北海道労働局ホームページを
ご覧ください。また、各労働基準監督署労働時間相談・支援コー
ナーで働き方改革への取組をはじめとした相談を受け付けていま
すのでご利用ください。

掲載箇所
厚生労働省ホームページ　「働き方改革」の実現に向けて
北海道労働局ホームページ　働き方改革

問合せ…北海道労働局労働基準部監督課　電話 011-709-2311

『える夢出前講座』をご活用ください

える夢出前講座は、町民の皆さんが、仲間との交流や生きが

いづくりができる学習機会をお手伝いします！

５人以上の町民で構成されたグループで申込みでき、軽スポー

ツ、ヨガ、手づくり味噌、おやつ作りなど…町民の皆さんにご

利用いただいています。皆さんのご希望にそえる講座を出前し

ますので、お気軽に教育委員会までお問い合わせください。

教育委員会社会教育係　 （579）5801

豊頃町移住促進プログラム

豊頃町モニターツアーを開催します

　2 月 8 日～ 10 日の 3 日間の日程で豊頃町モニターツアーを開催します。

今年は道内外から12 名が豊頃町を訪れ、酪農体験や冬のアクティビティ

体験（雪や氷上遊びやスノーモービル搭乗）、チーズづくり、ジュエリーア

イス見学など、冬の豊頃町を体験してもらうプログラムを豊頃団志が中心

となって提供します。期間中、参加者が街中を散策することもありますの

で、気軽にお声掛けください。また、豊頃団志と一緒に受入対応をいた

だける方は、ご連絡をお待ちしています。

豊頃町総合プロモーション事業（担当 鎌本） ☎ 015-578-7202

役場企画課町づくり推進係　 （574）2216

広
報
と
よ
こ
ろ

議
会
だ
よ
り

▽
税
金
▽
そ
の
他

役
場
だ
よ
り

広
報
と
よ
こ
ろ

議
会
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り

▽
そ
の
他
▽
お
誕
生
・
お
く
や
み
・
寄
附


